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経常収益 経常費用

16年度
2億円
100.0%

経常利益
経常収支率

17年度
36億円
100.5%

18年度
124億円
101.6%

19年度
289億円
103.8%

20年度
392億円
105.1%

21年度
388億円
104.9%

22年度
583億円
107.1%

23年度
458億円
105.4%

24年度
498億円
105.8%

26年度
149億円
101.6%

25年度
317億円
103.5%

27年度
8億円
100.1%

29年度
△22億円
99.8%

28年度
△68億円
99.3%

財務状況

経常収支・経常収支率

9,564 9,557 9,667
9,735

経常収益・経常費用の推移

　質の高い医療、研究、教育を続けていくためには、安定した経営基盤が欠かせません。そして、質の高い
医療を提供し患者さんの信頼を得ていくことが健全経営の本線でもあります。国立病院機構では、各病院が
自己の診療収入により収支相償を目指しています。
　病院経営を安定させることは経営主体の如何に関わらず必ずしも容易なことではないと言われています
が、国立病院機構では各病院が様々な取組をして、また、本部も病院と一体となり、医療の質の向上と経営
の効率化に努めています。

経営改善に向けた取組

建替等の投資

支出の節減

○建築単価の動向に的確に対応
○入札条件の緩和、フレックス工期の導入による競争環境の創出及び継続的な使用と機能強化を目指す改修等

によるコスト合理化　等

○医薬品・医療機器等の共同入札の実施（スケールメリットを活かした調達価格の低減化） 
○後発医薬品の利用促進
○高額医療機器の共同利用
○医療材料の価格交渉の強化　等

　部門別決算や月次決算を行うとともに、各病院の経営状況の比較等病院の財務状況を分析することにより経営
改善を進め、国立病院機構全体の損益計算において、経常収支率を100％以上とすることを目指しています。
　職員の適正配置や平均在院日数の短縮等により診療報酬に係る上位基準の取得を推進するとともに、新規患者の
増加等の継続的な経営改善を実施しています。

9,853 9,874

30年度
84億円
100.8%

元年度
23億円
100.2%

10,138 10,054
10,202 10,179
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介護休暇

育児参加のための休暇

出
産
・
子
育
て

介
護

妊娠中の休息、補食
妊娠中の通勤緩和

【男女共通】

【男女共通】

【女性のみ】

産後休暇

【女性のみ】

産前休暇

保育時間

【男女共通】
育児休業（常勤は3歳、非常勤は1歳まで）

育児を行う場合の時間外勤務の免除

【女性のみ】

妊産婦の深夜勤務、時間外勤務及び休日勤務の制限
妊産婦の危険有害業務の就業制限

妊産婦の保健指導・健康診査
妊（産）婦の業務軽減等

イラスト︓わたなべ　ふみ

【男女共通】

介護休業　　介護時間
家族介護を行う場合の早出遅出勤務
家族介護を行う場合の深夜及び時間外勤務の制限等

妻の出産に伴う休暇

【女性非常勤職員のみ】
妊産疾病休暇

育児を行う場合の早出遅出勤務

【男女共通】
子の看護休暇
育児短時間休業（常勤のみ）

育児時間
育児を行う場合の深夜及び時間外勤務の制限等

子の出生時における父親の
7日間程度の休暇

【男性のみ】

３　歳１　歳妊　娠 出　産 小学校入学 小学校卒業

介護を必要とする家族（要介護者）を介護するとき

　職員が仕事と子育ての両立に悩むことによってキャリア形成が中断されることなく、安心して働き続けられる
ように様々な制度を設けています。また、出産・子育てだけでなく、介護休暇・介護休業・介護時間等の介護の
ための制度も設けています。

　国立病院機構では、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づき、職員の仕事と子育ての両立に取り組むために一般事業主行動計画を策定すると共に、育
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等に基づき、子育て・介護に
関する様々な制度を設けています。
　貴重な人材が損われることなく、仕事と子育て・介護を両立できるように支援しています。

出産・子育て・介護の支援出産・子育て・介護の支援

主な制度
　・育児休業（3歳までの子を養育するための休業）
　・育児短時間休業（小学校入学前の子を養育するための短時間勤務）
　・妻が出産する場合の休暇（妻の出産に関する入退院の付添いを行うための休暇）
　・育児参加のための休暇（妻の産前産後休暇期間中の出産に係る子または小学校入学前の子の養育を行うための休暇）

 出産・子育て・介護の支援制度

　多くの病院で、院内保育所を設置しています。病院によっては、延長保育や土日保育、24時間保育、病児保育
にも対応しています。

院内保育所
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